
検針・請求 
（7・8 月分） 

10 月 1 日適用開始 

検針・請求 
（9・10 月分） 

検針・請求 
（10 月分） 

回覧  

令和８年（２０２６年）１０月以降請求分から 

下 ⽔ 道 使 用 料 が 変 わ り ま す 。 
 
 日ごろより、当村上下水道事業へのご理解とご協⼒をいただき、誠にありがとうございます。 
 下水（汚水）処理にかかる経費は、皆様からいただく下水道使⽤料により賄うこととされています。この度、将
来に渡り安定した下水道サービスを提供できるよう、令和 8 年 10 月以降請求分から下⽔道使用料を改定します。 

下水道（公共下水道・農業集落排水事業）は、河川の水質保全や私たちの生活環境を守るために欠かせない重要
なインフラであり、ライフラインの一つです。皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協⼒をい
ただきますようお願いいたします。 
 
《改定後の下⽔道使用料（2 ヵ月分、税抜き）》 

区分 現⾏ 改定後 現⾏との差 
基本使用料（20㎥まで） 2,400円 2,500円 100円 
超過使用料（1㎥につき） 

 20㎥を超え50㎥まで  130円  155円 25円 
50㎥を超え100㎥まで  140円  167円 27円 
100㎥を超え200㎥まで  160円  191円 31円 
200㎥を超えるもの  180円  215円 35円 

 
《下⽔道使用料の改定理由》 

◆一般会計（村税）に依存した経営状況の改善 
  維持管理や管路等整備時の借⼊⾦返済等にかかる経費を下水道使⽤料で賄えていないため、一般会計（村税）

による赤字補填を⾏っています。この状況は、下水道を使⽤できない区域の方にも経費をご負担いただくこと、
本来教育や福祉等の様々な⾏政施策のための財源を圧迫していることを意味しており、改善が必要です。 
 
◆人口減少に伴う使用料収⼊の減少と物価上昇への対応 

  今後人口減少が⾒込まれることや、節水機器の普及等の影響により、使⽤料収⼊は減少していく⾒込みです。
また、村では、平成 6 年の供⽤開始以降 30 年以上使⽤料改定を⾏ってきませんでした（消費税改定によるもの
を除く）が、この間に 1 割以上物価が上昇しており、汚水処理経費も増加している状況です。このため、現在の
使⽤料のままでは、将来的に安定した下水道サービスが提供できなくなる恐れがあります。 

 
《改定後使用料の適用開始時期》 
 令和 8 年 10 月 1 日以降に請求を⾏うものから適⽤されます。 
 

 令和８年 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 

10 月 1 日前からの
継続使用者 

     

10 月 1 日以降の 
新規使用者 

     

9・10 月使⽤分 新使用料 

10 月使⽤分 
新使用料 

7・8 月使⽤分 旧使用料 新使用料 

新使用料 



⻄郷村上下水道課 経営グループ 
電話︓0248-25-2912 
（平日 8︓30〜17︓15） 

◎改定については村ＨＰにも掲載 
していますので、あわせてご覧 
ください。 

 

旧 新 旧 新 旧 新
0〜20(1⼈) 2,640 2,750 110 50 6,930 7,865 935 80 11,550 13,376 1,826

21 2,783 2,920 137 51 7,084 8,048 964 81 11,704 13,559 1,855
22 2,926 3,091 165 52 7,238 8,232 994 82 11,858 13,743 1,885
23 3,069 3,261 192 53 7,392 8,416 1,024 83 12,012 13,927 1,915

24(2⼈) 3,212 3,432 220 54 7,546 8,599 1,053 84(7⼈) 12,166 14,110 1,944
25 3,355 3,602 247 55 7,700 8,783 1,083 85 12,320 14,294 1,974
26 3,498 3,773 275 56 7,854 8,967 1,113 86 12,474 14,478 2,004
27 3,641 3,943 302 57 8,008 9,150 1,142 87 12,628 14,661 2,033
28 3,784 4,114 330 58 8,162 9,334 1,172 88 12,782 14,845 2,063
29 3,927 4,284 357 59 8,316 9,518 1,202 89 12,936 15,029 2,093
30 4,070 4,455 385 60(5⼈) 8,470 9,702 1,232 90 13,090 15,213 2,123
31 4,213 4,625 412 61 8,624 9,885 1,261 91 13,244 15,396 2,152
32 4,356 4,796 440 62 8,778 10,069 1,291 92 13,398 15,580 2,182
33 4,499 4,966 467 63 8,932 10,253 1,321 93 13,552 15,764 2,212
34 4,642 5,137 495 64 9,086 10,436 1,350 94 13,706 15,947 2,241
35 4,785 5,307 522 65 9,240 10,620 1,380 95 13,860 16,131 2,271

36(3⼈) 4,928 5,478 550 66 9,394 10,804 1,410 96(8⼈) 14,014 16,315 2,301
37 5,071 5,648 577 67 9,548 10,987 1,439 97 14,168 16,498 2,330
38 5,214 5,819 605 68 9,702 11,171 1,469 98 14,322 16,682 2,360
39 5,357 5,989 632 69 9,856 11,355 1,499 99 14,476 16,866 2,390
40 5,500 6,160 660 70 10,010 11,539 1,529 100 14,630 17,050 2,420
41 5,643 6,330 687 71 10,164 11,722 1,558 200 32,230 38,060 5,830
42 5,786 6,501 715 72(6⼈) 10,318 11,906 1,588 300 52,030 61,710 9,680
43 5,929 6,671 742 73 10,472 12,090 1,618 400 71,830 85,360 13,530
44 6,072 6,842 770 74 10,626 12,273 1,647 500 91,630 109,010 17,380
45 6,215 7,012 797 75 10,780 12,457 1,677 1000 190,630 227,260 36,630
46 6,358 7,183 825 76 10,934 12,641 1,707 3000 586,630 700,260 113,630
47 6,501 7,353 852 77 11,088 12,824 1,736 5000 982,630 1,173,260 190,630

48(4⼈) 6,644 7,524 880 78 11,242 13,008 1,766 7000 1,378,630 1,646,260 267,630
49 6,787 7,694 907 79 11,396 13,192 1,796 10000 1,972,630 2,355,760 383,130

使用水量
（㎥）

使用料（円） 使用料（円） 使用料（円）
差額

使用水量
（㎥）

差額
使用水量
（㎥）

差額

◆検針票または納⼊通知書での確認⽅法 
①検針票（使⽤水量・料⾦等のお知らせ）    ②納⼊通知書（⻄郷村水道料⾦・下水道使⽤料納⼊通知書兼領収書） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《下⽔道使用料早⾒表（2 ヵ月分、消費税込み、税率 10％）》 
 ※使⽤水量のカッコ内の人数は、上水道に井⼾水のみ使⽤されている場合の世帯人数を表しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(※1) 

斜線（※1）内に「令和 08 年 11 月分（令和 08
年度）」とあるものから対象です。 
※10 月 1 日以降使用開始の場合「令和 08 年 10

月分（令和 08 年度）」とあるものから対象。 

(※2) 
(※2) 

斜線（※2、調定年月）内に「令和 8 年 11 月
分」とあるものから対象です。 
※10 月 1 日以降使用開始の場合「令和 8 年

10 月分」とあるものから対象。 

問合せ先 


